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令和 ２ 年 ３ 月 13 日

第 １３２８８ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

　　　　告　　　示
○石川県税条例第32条第１項の規定による延長

 （税　務　課）　１

○医療扶助のための医療を担当させる機関の指定

 （厚生政策課）　１

○医療支援給付のための医療を担当させる機関の指定

 （　　同　　）　１

○生活保護法に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の

　届出 （　　同　　）　２

○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

　た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

　る法律に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の届出

　 （　　同　　）　２

○石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指

　定薬物の指定の失効 （薬事衛生課）　２

○令和元年度地籍調査事業計画の決定 （農業基盤課）　２

○県道の区域の変更 （道路整備課）　３

○県道の供用の開始 （　　同　　）　３

○道路の占用を制限する区域の指定 （　　同　　）　４

○都市計画事業の事業計画の変更の認可 （公園緑地課）　４

　　　　公　　　告
○入札公告 （労働企画課）　４

○令和元年度後期技能検定合格者公告 （　　同　　）　６

○土地区画整理事業の終了認可公告 （都市計画課）　14

○都市計画の決定に係る図書の写しの縦覧公告

 　（　　同　　）　14

○入札公告 （教育委員会事務局）　14

　　　　公安委員会
○石川県公安委員会が行う交通の規制の一部改正 　16

告　　　　　　　　示

石川県告示第74号

　石川県税条例（昭和29年石川県条例第23号）第32条第１項の規定により、同条例第65条に規定する令和元年所得に

係る申告書の提出の期限を、年の中途において事業を廃止した場合を除き、同条の規定にかかわらず、令和２年４月

16日まで延長する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

石川県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり

指定した。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

名　　　　　称 所　　在　　地 指定年月日

コトブキ薬局 七尾市桜町92番４ 令和２年２月１日

阪神調剤薬局　さくら店 七尾市桜町78－１ 令和２年２月１日

石川県告示第76号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第

49条の規定により、医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

目　　　　　　　　　　　次
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名　　　　　称 所　　在　　地 指定年月日

コトブキ薬局 七尾市桜町92番４ 令和２年２月１日

阪神調剤薬局　さくら店 七尾市桜町78－１ 令和２年２月１日

石川県告示第77号

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止した

旨の届出があった。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

名　　　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

コトブキ薬局 七尾市桜町92－４ 令和２年１月31日

阪神調剤薬局　さくら店 七尾市桜町78－１ 令和２年１月31日

石川県告示第78号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定によりその例によることとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）第

50条の２の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止した旨の届出があった。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

名　　　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

コトブキ薬局 七尾市桜町92－４ 令和２年１月31日

阪神調剤薬局　さくら店 七尾市桜町78－１ 令和２年１月31日

石川県告示第79号

　石川県薬物の濫用の防止に関する条例（平成26年石川県条例第38号。以下「条例」という。）第16条第１項の規定

により、知事指定薬物の指定が次のとおり効力を失ったので告示する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　失効した知事指定薬物の名称

　⑴ 　メチル＝２－［１－（４－フルオロブチル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミド］－３，３－ジメチ

ルブタノアート及びその塩類

　⑵ 　Ｎ－［１－（２－フェニルエチル）ピペリジン－４－イル］－Ｎ－フェニルペンタンアミド及びその塩類

　⑶ 　（８Ｒ）－１－アセチル－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキサ

ミド及びその塩類

　⑷　１－（１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２－（ブチルアミノ）ペンタン－１－オン及びその塩類

２　失効の理由

　 　当該知事指定薬物が条例第２条第１項第６号に掲げる薬物に該当すると認められるに至ったため

３　失効の日

　　令和２年３月９日

４　罰則の適用

　 　条例第24条から第28条までの規定は、上記の知事指定薬物の指定がその効力を失う前にした当該知事指定薬物に

係る行為についても、適用する。

石川県告示第80号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定により、令和元年度地籍調査事業計画を次のとおり
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定めた。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

調査を行う者の名称 調　　査　　地　　域 調 査 期 間

七 尾 市 西湊Ⅱ地区
令和２年３月23日から

令和３年３月31日まで

津 幡 町 中条南部地区ⅩⅤ
令和２年３月23日から

令和３年３月31日まで

志 賀 町 西浦地区（Ⅲ）
令和２年３月23日から

令和３年３月31日まで

石川県告示第81号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。

　なお、その関係図面は、令和２年３月13日から同月27日まで縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路　線　名
道　　　路　　　の　　　区　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

蚊 爪 森 本

停 車 場 線

下記区間を道路区域に編入する。 県 央 土 木

総合事務所

維持管理課

金沢市大河端町東48番４地先から

金沢市大浦町ハ22番１地先まで
34.50～ 86.63 882.6

〃

下記区間を道路区域に編入する。

〃金沢市千木町イ29番１地先から

金沢市福久町リ66番１地先まで
26.00～ 155.82 676.1

氷見田鶴浜線
鹿島郡中能登町原山ル10番１地先から

鹿島郡中能登町芹川壱六甲９番１地先まで

旧 24.25～ 33.30 146.1
中能登土木

総合事務所

維持管理課新 25.80～ 35.10 146.1

〃
鹿島郡中能登町芹川壱六甲１番７地先から

鹿島郡中能登町芹川壱七５番７地先まで

旧 75.35～ 76.90 30.2
〃

新 76.90～ 77.60 30.2

〃
鹿島郡中能登町芹川壱六甲３番１地先から

鹿島郡中能登町芹川壱六甲３番１地先まで

旧 41.45～ 54.30 28.5
〃

新 41.80～ 54.30 28.5

石川県告示第82号

　次のとおり県道の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、告示する。

　なお、その関係図面は、令和２年３月13日から同月27日まで縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

路　線　名 供　用　開　始　の　区　間 供用開始の期日
関係図面の

縦 覧 場 所

田尻祖母浦半浦線
七尾市能登島佐波町免屋端209番１地先から

七尾市能登島向田町免屋33番１地先まで
令 和 ２ 年 ３ 月 13 日

中能登土木

総合事務所

維持管理課

氷 見 田 鶴 浜 線
鹿島郡中能登町原山ル10番１地先から

鹿島郡中能登町芹川壱六甲９番１地先まで
〃 〃
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〃
鹿島郡中能登町芹川壱六甲１番７地先から

鹿島郡中能登町芹川壱七５番７地先まで
〃 〃

〃
鹿島郡中能登町芹川壱六甲３番１地先から

鹿島郡中能登町芹川壱六甲３番１地先まで
〃 〃

石川県告示第83号

　道路法（昭和27年法律第180号）第37条第１項の規定により、次のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。

　なお、その関係図面は、令和２年３月13日から同月27日まで縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　道路の種類、路線名、占用を制限する区域及び関係図面の縦覧場所

道路の種類 路線名 占用を制限する区域 関係図面の縦覧場所

県道 蚊爪森本停車場線
金沢市大河端町東48番４地先から

金沢市大浦町ハ22番１地先まで
県央土木総合事務所維持管理課

〃 〃
金沢市千木町イ29番１地先から

金沢市福久町リ66番１地先まで
〃

２　制限の対象とする占用物件

　 　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを

除く。）

　 　ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができな

いと認められる場合は、この限りでない。

３　占用を制限する理由

　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

４　占用の制限の開始の期日

　　令和２年３月13日

石川県告示第84号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり認

可した。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

施行者の名称 都市計画事業の種類及び名称 事　　業　　地 事業施行期間

金　沢　市 金沢都市計画緑地事業

２号西部緑道

⑴　収用の部分

　　変更なし

⑵　使用の部分

　　なし

平成22年９月10日から

令和５年３月31日まで

公　　　　　　　　告

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　委託業務名　
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　　 　石川障害者職業能力開発校給食業務委託

　⑵　業務内容

　　 　仕様書等による。

　⑶　委託期間　

　　 　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成

９年石川県告示第581号）及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競争入札及び

指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成11年石川県告示第653号）

に基づき、令和元年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの契約に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。

　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３　入札者に要求される義務

　 　入札者は、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて令和２年３月19日（木）までに５⑴の提出場所に提出すること。なお、契約担当者か

ら当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

　⑴　仕様書に定められる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であること。

　⑵ 　国又は地方公共団体が発注した各種委託業務を受注し、又は履行した実績を有し、この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること。

４　入札参加資格の確認結果の通知

　　確認結果の通知は、令和２年３月23日（月）までに入札参加資格確認結果通知書の郵送等により行う。

５　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

　　　〒921－8836　野々市市末松２丁目245番地

　　　石川障害者職業能力開発校　庶務課　電話番号　076－248－2235 

　⑵　仕様書等の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付

　⑶　入札書の受領期限

　　 　令和２年３月27日（金）午前11時30分（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の

提出場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和２年３月27日（金）午前11時40分　石川障害者職業能力開発校　会議室

６　入札方法　

　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110分の10に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入
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札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

７　落札者の決定方法

　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

８　入札に関する注意事項

　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効

　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事

項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。

10　契約書作成の要否

　　要

11　入札保証金及び契約保証金

　　免除

令和元年度後期技能検定合格者公告

　令和元年度後期技能検定に合格した者は、次のとおりである。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

（特級）

機械加工

　　Ａ甲００２２ Ａ甲００２６ Ｂ００１５ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４

仕上げ

　　Ａ甲０００８

機械検査

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

空気圧装置組立て

　　Ａ甲０００２

油圧装置調整

　　Ａ甲０００２ Ａ甲００１０ Ｂ０００３ Ｂ０００７ Ｃ０００１

建設機械整備

　　Ａ甲０００２ Ａ甲０００４ Ａ甲００１１ Ａ甲００１６ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９

　　Ｂ０００１ Ｂ０００３ Ｂ００１１ Ｂ００１４ Ｃ０００１

（１級）

さく井

　パーカッション式さく井工事作業

　　Ｃ０００１

　ロータリー式さく井工事作業

　　Ａ甲０００２ Ｃ０００２

工場板金

　機械板金作業

　　Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ｂ０００３ Ｃ０００１

　　Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｄ０００１

　数値制御タレットパンチプレス板金作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ｃ０００１ Ｃ０００２
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機械検査

　機械検査作業

　　Ａ甲０００２ Ａ甲０００４ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲００１０ Ａ甲００１４

　　Ａ甲００１５ Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｄ０００１

電気機器組立て

　シーケンス制御作業

　　Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ｂ０００１ Ｃ０００３ Ｃ０００７

半導体製品製造

　集積回路チップ製造作業

　　Ａ甲０００３ Ｂ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

　集積回路組立て作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３

プリント配線板製造

　プリント配線板設計作業

　　Ｃ０００２

自動販売機調整

　自動販売機調整作業

　　Ａ甲０００２

時計修理

　時計修理作業

　　Ａ甲０００１

空気圧装置組立て

　空気圧装置組立て作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００８ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１

　　Ａ甲００１２ Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１９

　　Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ｂ０００１

　　Ｂ０００２ Ｃ０００２ Ｃ０００５ Ｃ０００７ Ｃ０００８

油圧装置調整

　油圧装置調整作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００７ Ａ甲００１４ Ａ甲００２０ Ａ甲００２３

　　Ａ甲００２５ Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００４０

　　Ａ甲００４６ Ａ甲００４９ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００４ Ｂ０００５

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００７

　　Ｃ００１０ Ｃ００１１

農業機械整備

　農業機械整備作業

　　Ａ甲０００３ Ａ甲０００５

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００６ Ｂ０００１

帆布製品製造

　帆布製品製造作業

　　Ａ甲０００１

プリプレス

　ＤＴＰ作業

　　Ａ甲０００１ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

プラスチック成形

　射出成形作業
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　　Ｃ０００２

パン製造

　パン製造作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２

建築大工

　大工工事作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００７ Ｃ０００８

かわらぶき

　かわらぶき作業

　　Ａ甲０００８

配管

　建築配管作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００６ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９

厨房設備施工

　厨房設備施工作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５

型枠施工

　型枠工事作業

　　Ａ甲０００１ Ｂ０００１ Ｃ０００１ Ｃ０００２

鉄筋施工

　鉄筋施工図作成作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００７

　　Ｃ０００８ Ｃ０００９

　鉄筋組立て作業

　　Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０

　　Ｂ０００１ Ｂ０００２

防水施工

　アスファルト防水工事作業

　　Ａ甲０００１

　合成ゴム系シート防水工事作業

　　Ｄ０００１

　塩化ビニル系シート防水工事作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ｃ０００１

　　Ｃ０００３

　改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

自動ドア施工

　自動ドア施工作業

　　Ａ甲０００１

ガラス施工

　ガラス工事作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

　　Ａ甲０００３ Ａ甲００１１ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１７ Ａ甲００２１

　　Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ｃ０００１ Ｃ００１０ Ｃ００１１ Ｃ００１２

　　Ｃ００１５ Ｃ００１７ Ｄ０００１ Ｄ０００２

電気製図
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　配電盤・制御盤製図作業

　　Ａ甲０００２

金属材料試験

　組織試験作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２

塗装

　鋼橋塗装作業

　　Ｃ０００４ Ｃ０００５

（２級）

鍛造

　プレス型鍛造作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２

機械加工

　数値制御旋盤作業

　　Ｄ０００１ Ｄ０００２ Ｄ０００３ Ｄ０００４ Ｄ０００５

工場板金

　機械板金作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００３

　　Ｃ０００１

　数値制御タレットパンチプレス板金作業

　　Ｃ０００１

仕上げ

　機械組立仕上げ作業

　　Ｄ０００１

機械検査

　機械検査作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

　　Ａ甲００１２ Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１９

　　Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２７ Ａ甲００２９ Ａ甲００３３ Ａ甲００３６

　　Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００３ Ｂ０００４ Ｂ０００５ Ｃ０００１

　　Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００５

電気機器組立て

　シーケンス制御作業

　　Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００９ Ａ甲００１１ Ａ甲００１５

　　Ａ甲００１８ Ａ甲００１９ Ｃ０００１ Ｃ０００３ Ｃ０００６

半導体製品製造

　集積回路チップ製造作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ｂ０００１

　　Ｃ０００２ Ｃ０００３

　集積回路組立て作業

　　Ａ甲０００１ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

自動販売機調整

　自動販売機調整作業

　　Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

　　Ｂ０００１

時計修理

　時計修理作業
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　　Ａ甲０００１

空気圧装置組立て

　空気圧装置組立て作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３

　　Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９ Ａ甲００２１

　　Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ａ甲００２７

　　Ａ甲００２９ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３２ Ａ甲００３３ Ａ甲００３５

　　Ａ甲００３７ Ａ甲００３８ Ａ甲００３９ Ａ甲００４１ Ａ甲００４４ Ａ甲００４７

　　Ａ甲００４８ Ａ甲００４９ Ａ甲００５１ Ｂ０００１ Ｃ０００３

油圧装置調整

　油圧装置調整作業

　　Ａ甲０００２ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１

　　Ａ甲００１９ Ａ甲００２２ Ｂ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００４

　　Ｃ０００５

農業機械整備

　農業機械整備作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１１ Ｃ０００１

冷凍空気調和機器施工

　冷凍空気調和機器施工作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５

帆布製品製造

　帆布製品製造作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２

プリプレス

　ＤＴＰ作業

　　Ｂ０００１ Ｃ０００２

プラスチック成形

　射出成形作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

パン製造

　パン製造作業

　　Ｂ０００１ Ｃ０００１

建築大工

　大工工事作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ｄ０００１

かわらぶき

　かわらぶき作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２

配管

　建築配管作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲００１０

　　Ａ甲００１１ Ａ甲００１５ Ａ甲００１７ Ａ甲００１９ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３ Ｃ０００８

厨房設備施工

　厨房設備施工作業
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　　Ａ甲０００１ Ｂ０００１

型枠施工

　型枠工事作業

　　Ａ甲０００５ Ｃ０００１

鉄筋施工

　鉄筋組立て作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ｃ０００１ Ｃ０００３

防水施工

　改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

　　Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

自動ドア施工

　自動ドア施工作業

　　Ａ甲０００１

ガラス施工

　ガラス工事作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

　　Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００２９ Ａ甲００３１

　　Ａ甲００３２ Ａ甲００４０ Ａ甲００４１ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３ Ｂ０００１

　　Ｃ０００３ Ｃ００２２ Ｃ００２４ Ｃ００２５ Ｃ００２８ Ｃ００３２

電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８

　　Ａ甲０００９ Ｂ０００１

金属材料試験

　組織試験作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ｂ０００１ Ｃ０００１

塗装

　鋼橋塗装作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２

舞台機構調整

　音響機構調整作業

　　Ｂ０００１ Ｃ０００１

工業包装

　工業包装作業

　　Ａ甲０００２ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００３ Ｂ０００４

（３級）

造園

　造園工事作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２

　　Ａ甲００１７ Ｂ０００３

機械加工

　普通旋盤作業

　　Ａ甲０００３ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１３

　　Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９

　　Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２７ Ａ甲００２９ Ａ甲００３１ Ａ甲００３２
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　　Ａ甲００３３ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００３６ Ａ甲００３７ Ａ甲００３８

　　Ａ甲００３９ Ａ甲００４０ Ａ甲００４１ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３ Ａ甲００４４

　　Ａ甲００４５ Ａ甲００４６ Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００５０ Ａ甲００５１

　　Ａ甲００５２ Ａ甲００５３ Ａ甲００５４ Ａ甲００５５ Ａ甲００５７ Ａ甲００５８

　　Ａ甲００５９ Ａ甲００６０ Ａ甲００６１ Ａ甲００６２ Ａ甲００６３ Ａ甲００６４

　　Ａ甲００６５ Ａ甲００６６ Ａ甲００６７ Ａ甲００６８ Ａ甲００６９ Ａ甲００７０

　　Ａ甲００７１ Ａ甲００７３ Ａ甲００７４ Ａ甲００７５ Ａ甲００７６ Ａ甲００７７

　　Ａ甲００７８ Ａ甲００７９ Ａ甲００８０ Ａ甲００８１ Ａ甲００８２ Ａ甲００８３

　　Ａ甲００８４ Ａ甲００８５ Ａ甲００８６ Ａ甲００８７ Ａ甲００８８ Ａ甲００８９

　　Ａ甲００９０ Ａ甲００９１ Ａ甲００９２ Ａ甲００９３ Ａ甲００９６ Ａ甲００９８

　　Ａ甲００９９ Ａ甲０１００ Ａ甲０１０１ Ａ甲０１０２ Ａ甲０１０３ Ａ甲０１０４

　　Ａ甲０１０５ Ａ甲０１０６ Ａ甲０１０７ Ａ甲０１０８ Ａ甲０１０９ Ａ甲０１１０

　　Ａ甲０１１１ Ａ甲０１１２ Ａ甲０１１３ Ａ甲０１１４ Ａ甲０１１５ Ａ甲０１１６

　　Ａ甲０１１７ Ａ甲０１１８ Ａ甲０１１９ Ａ甲０１２０ Ａ甲０１２１ Ａ甲０１２２

　　Ａ甲０１２３ Ａ甲０１２４ Ａ甲０１２５ Ａ甲０１２７ Ａ甲０１２８ Ａ甲０１２９

　　Ａ甲０１３０ Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｃ０００１ Ｃ０００２ Ｃ０００３

　　Ｃ０００４ Ｃ０００６ Ｃ０００７ Ｃ０００８ Ｃ０００９ Ｄ０００１

　　Ｄ０００２

　フライス盤作業

　　Ｄ０００１

機械検査

　機械検査作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００８

　　Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１５

　　Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２

　　Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ａ甲００２６ Ａ甲００２７ Ａ甲００２８ Ａ甲００２９

　　Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３３ Ａ甲００３４ Ａ甲００３５ Ａ甲００３６

　　Ａ甲００３７ Ａ甲００３９ Ａ甲００４０ Ａ甲００４１ Ａ甲００４２ Ａ甲００４３

　　Ａ甲００４４ Ａ甲００４５ Ａ甲００４６ Ａ甲００４７ Ａ甲００４８ Ａ甲００４９

　　Ａ甲００５０ Ａ甲００５１ Ａ甲００５２ Ａ甲００５３ Ａ甲００５４ Ａ甲００５９

　　Ａ甲００６２ Ａ甲００６４ Ａ甲００６７ Ａ甲００６８ Ａ甲００６９ Ａ甲００７２

　　Ａ甲００７３ Ａ甲００７４ Ａ甲００７５ Ａ甲００７６ Ａ甲００７７ Ａ甲００７８

　　Ａ甲００７９ Ａ甲００８０ Ａ甲００８１ Ａ甲００８２ Ａ甲００８３ Ａ甲００８４

　　Ａ甲００８６ Ａ甲００８７ Ａ甲００８８ Ａ甲００８９ Ａ甲００９０ Ａ甲００９２

　　Ａ甲００９３ Ａ甲００９４ Ａ甲００９５ Ａ甲００９６ Ａ甲００９７ Ａ甲００９８

　　Ａ甲００９９ Ａ甲０１００ Ａ甲０１０１ Ａ甲０１０２ Ａ甲０１０３ Ａ甲０１０５

　　Ａ甲０１０６ Ａ甲０１０７ Ａ甲０１０８ Ａ甲０１０９ Ａ甲０１１０ Ａ甲０１１３

　　Ａ甲０１１４ Ａ甲０１１６ Ａ甲０１１７ Ａ甲０１１８ Ａ甲０１１９ Ａ甲０１２０

　　Ａ甲０１２１ Ａ甲０１２２ Ａ甲０１２５ Ａ甲０１２７ Ａ甲０１２８ Ａ甲０１２９

　　Ａ甲０１３０ Ａ甲０１３１ Ａ甲０１３２ Ａ甲０１３３ Ａ甲０１３４ Ａ甲０１３５

　　Ａ甲０１３６ Ａ甲０１３７ Ａ甲０１３８ Ａ甲０１３９ Ａ甲０１４０ Ａ甲０１４１

　　Ａ甲０１４２ Ａ甲０１４４ Ａ甲０１４５ Ａ甲０１４６ Ａ甲０１４７ Ａ甲０１４８

　　Ａ甲０１５０ Ａ甲０１５１ Ａ甲０１５２ Ａ甲０１５３ Ａ甲０１５５ Ａ甲０１５６

　　Ａ甲０１５７ Ａ甲０１５８ Ａ甲０１５９ Ａ甲０１６０ Ａ甲０１６１ Ａ甲０１６２

　　Ａ甲０１６３ Ａ甲０１６４ Ａ甲０１６５ Ａ甲０１６６ Ａ甲０１６７ Ａ甲０１６８

　　Ａ甲０１６９ Ａ甲０１７０ Ａ甲０１７１ Ａ甲０１７３ Ａ甲０１７４ Ａ甲０１７５

　　Ａ甲０１７６ Ａ甲０１７７ Ａ甲０１７８ Ａ甲０１８０ Ａ甲０１８１ Ａ甲０１８２

　　Ａ甲０１８３ Ａ甲０１８４ Ａ甲０１８５ Ａ甲０１８６ Ａ甲０１８７ Ａ甲０１８８
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　　Ａ甲０１８９ Ａ甲０１９０ Ａ甲０１９１ Ａ甲０１９２ Ａ甲０１９４ Ａ甲０１９５

　　Ａ甲０１９６ Ａ甲０１９８ Ａ甲０１９９ Ａ甲０２０１ Ａ甲０２０２ Ａ甲０２０３

　　Ａ甲０２０４ Ａ甲０２０５ Ａ甲０２０６ Ａ甲０２０８ Ａ甲０２０９ Ａ甲０２１０

　　Ａ甲０２１１ Ａ甲０２１２ Ａ甲０２１５ Ａ甲０２１６ Ａ甲０２１７ Ａ甲０２１８

　　Ａ甲０２１９ Ａ甲０２２０ Ａ甲０２２１ Ａ甲０２２２ Ａ甲０２２３ Ａ甲０２２４

　　Ａ甲０２２５ Ａ甲０２２６ Ａ甲０２２７ Ａ甲０２２８ Ａ甲０２２９ Ａ甲０２３０

　　Ａ甲０２３１ Ａ甲０２３２ Ａ甲０２３３ Ａ甲０２３４ Ａ甲０２３５ Ａ甲０２３６

　　Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｂ０００３ Ｂ０００７ Ｂ０００９ Ｂ００１０

　　Ｂ００１５ Ｂ００１６ Ｂ００１７ Ｂ００１８ Ｂ００１９ Ｂ００２０

　　Ｂ００２２ Ｂ００２３ Ｂ００２４ Ｂ００２５ Ｂ００２６ Ｃ０００２

　　Ｃ０００３ Ｃ０００４ Ｃ０００５ Ｃ０００６ Ｃ０００８ Ｃ０００９

電子機器組立て

　電子機器組立て作業

　　Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７

　　Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４

　　Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００１９ Ａ甲００２０

　　Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４ Ａ甲００２５ Ａ甲００２６

　　Ａ甲００２７ Ａ甲００２９ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１ Ａ甲００３２ Ａ甲００３３

　　Ａ甲００３５ Ａ甲００３６ Ａ甲００３７ Ａ甲００３８ Ａ甲００３９ Ａ甲００４０

　　Ｂ０００１ Ｂ０００２ Ｃ０００１

電気機器組立て

　配電盤・制御盤組立て作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１

　シーケンス制御作業

　　Ａ甲０００３ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６ Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９

　　Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２ Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１６

　　Ａ甲００１７ Ａ甲００１８ Ａ甲００２０ Ａ甲００２２ Ａ甲００２３ Ａ甲００２４

　　Ａ甲００２５ Ａ甲００２６ Ａ甲００２７ Ａ甲００２９ Ａ甲００３０ Ａ甲００３１

　　Ａ甲００３２ Ａ甲００３３ Ａ甲００３５ Ａ甲００３７ Ａ甲００４０ Ａ甲００４４

　　Ａ甲００４６ Ａ甲００４９ Ａ甲００５０ Ａ甲００５１ Ａ甲００５２ Ａ甲００５３

　　Ａ甲００５４ Ａ甲００５５ Ａ甲００５６ Ａ甲００５７ Ａ甲００５８ Ａ甲００５９

　　Ａ甲００６０ Ａ甲００６１ Ａ甲００６２

時計修理

　時計修理作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４

建築大工

　大工工事作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲０００６

　　Ａ甲０００７ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１ Ａ甲００１２

　　Ａ甲００１３ Ａ甲００１４ Ａ甲００１５ Ａ甲００１６ Ａ甲００１７ Ａ甲００１８

　　Ａ甲００１９ Ａ甲００２１ Ａ甲００２２ Ａ甲００２５

型枠施工

　型枠工事作業

　　Ａ甲０００２

機械・プラント製図

　機械製図ＣＡＤ作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００５ Ａ甲０００８ Ａ甲０００９ Ａ甲００１０ Ａ甲００１１
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電気製図

　配電盤・制御盤製図作業

　　Ａ甲０００１ Ａ甲０００２ Ａ甲０００３ Ａ甲０００４ Ａ甲０００５ Ａ甲００１０

　　Ａ甲００１１ Ａ甲００１４

土地区画整理事業の終了認可公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第13条第１項の規定により、土地区画整理事業の終了を次のとおり認可

した。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　土地区画整理事業の名称

　　能美市吉原釜屋産業団地土地区画整理事業

２　施行者の住所及び名称

　　能美市来丸町1110番地

　　能美市土地開発公社

３　事業施行期間

　　平成28年８月５日から令和２年３月31日まで

４　施行地区に含まれる地域の名称

　　能美市吉原釜屋町ルの一部

　　能美市吉原釜屋町ヲの一部

　　能美市大浜町コの一部

　　（地区内に介在する道路敷及び水路敷を含む。）

５　施行認可の年月日

　　平成28年７月27日

６　終了認可の年月日

　　令和２年３月３日

都市計画の決定に係る図書の写しの縦覧公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により、白山市から都市計画の決定に係る図書の写しの

送付があったので、次のとおり縦覧に供する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

都　市　計　画　の　種　類 縦　　覧　　場　　所

白山都市計画地区計画

（白山市松任海浜公園周辺地区）
石川県土木部都市計画課及び白山市建設部都市計画課

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和２年３月13日

石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　委託業務名　

　　　石川県立金沢中央高等学校夜間給食業務委託

　⑵　業務内容

　　　仕様書等による。

　⑶　委託期間　

　　　令和２年４月１日から令和３年３月31日まで
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２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項

　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成

９年石川県告示第581号）及び平成12年度以降石川県が発注する建築物の管理業務の契約に係る一般競争入札及び

指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成11年石川県告示第653号）

に基づき、令和元年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全てに該当し、かつ、知事に

よりこの契約に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　県の指名停止措置を受けていない者であること。

　⑶　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３　入札者に要求される義務          

　 　入札者は、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申請書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて令和２年３月23日（月）までに５⑴の提出場所に提出すること。なお、契約担当者か

ら当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

　⑴　仕様書に定められる業務内容を公正かつ的確に遂行し得る者であること。

　⑵ 　国又は地方公共団体が発注した各種委託業務を受注し、又は履行した実績を有し、この委託業務の履行が可能

であると認められる者であること。

４　入札参加資格の確認結果の通知

　　確認結果の通知は、令和２年３月25日（水）までに入札参加資格確認結果通知書の郵送等により行う。

５　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

　　　〒921－8042　金沢市泉本町６丁目105番地

　　　石川県立金沢中央高等学校　事務室　電話番号　076－243－2166 

　⑵　仕様書等の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付

　⑶　入札書の受領期限

　　 　令和２年３月27日（金）午前10時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出

場所とする。）

　⑷　開札の日時及び場所

　　　令和２年３月27日（金）午前10時10分　石川県立金沢中央高等学校　会議室

６　入札方法

　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額

の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

７　落札者の決定方法

　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
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８　入札に関する注意事項

　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

９　入札の無効

　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事

項を遵守しない者及び入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。

10　契約書作成の要否

　　要

11　入札保証金及び契約保証金

　　免除

公 安 委 員 会

石川県公安委員会告示第26号

　石川県公安委員会が行う交通の規制（昭和47年石川県公安委員会告示第48号）の一部を次のように改正する。

　　令和２年３月13日

石 川 県 公 安 委 員 会　

　別表第１（信号機の設置場所）金沢中警察署管内の表に次のように加える。

418 田上本町中 金沢市田上本町４丁目１番地先 Ｒ２.１.15

419 三馬１丁目南 金沢市三馬１丁目381番地先 Ｒ２.１.15

　別表第１（信号機の設置場所）金沢西警察署管内の表に次のように加える。

305 戸板３丁目 金沢市戸板３丁目43番地先 Ｒ２.３.１

　別表第１（信号機の設置場所）小松警察署管内の表に次のように加える。

230 小松市民病院口 小松市向本折町ホ60番地先 Ｒ２.３.２

　別表第１（信号機の設置場所）能美警察署管内の表に次のように加える。

127 小長野北 能美市小長野町ト13番地先 Ｒ２.３.２

　別表第１（信号機の設置場所）七尾警察署管内の表に次のように加える。

169 若林町 七尾市若林町コ部17番地１先 Ｒ２.１.15

　別表第４（指定方向外進行禁止）金沢東警察署管内の表106の項を次のように改める。

106 主要地方道金沢

港線

金沢市本町２丁目１番１号先 六枚交差点方向

から玉川町方向

への右折

自動車及び原

動機付自転車

7：00から

9：00まで

17：00から

19：00まで

日曜・休日を

除く

　別表第４（指定方向外進行禁止）小松警察署管内の表に次のように加える。

451 市道 小松市島田町リ73番地１先 園町方向から問

屋町方向への右

折

自動車及び原

動機付自転車

終日
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　別表第11（最高速度の指定）北陸自動車道管内の表10の項、11の項、20の項及び21の項を次のように改める。

10 北陸自動車道

加賀市塩浜町イの部15番地先から

加賀市奥谷町30の５番２先（福井県境）

まで

（上り）

約13,554

メートル

毎時80キロ

メートル
終日 自動車

11 北陸自動車道

加賀市奥谷町30の５番２先（福井県境）

から

加賀市塩浜町イの部15番地先まで

（下り）

約13,554

メートル

毎時80キロ

メートル
終日 自動車

20 北陸自動車道
金沢市竹又町14字１番地先から

金沢市不動寺町ロ19番地先まで（上り）

約7,560

メートル

毎時80キロ

メートル
終日 自動車

21 北陸自動車道
金沢市不動寺町ハ１番地先から

金沢市竹又町14字１番地先まで（下り）

約7,490

メートル

毎時80キロ

メートル
終日 自動車
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